
同

一
一
・
二
九

同

一
一
・
一
五

令
和
三
・
一
一
・

八

開
催
年
月
日

第

二

百

十

三

号

令

和

三

年

六

月

二

十

五

日

衛
生
管
理

衛
生
管
理

公
衆
衛
生

衛
生
管
理

講

習

内

容

同 同 羽
島
市
竹
鼻
町
丸
の
内
六
丁
目
七
番
地

不
二
羽
島
文
化
セ
ン
タ
ー

開

催

場

所

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
令
和
三
年
度
管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
の
指
定

(

生
活
衛
生
課)

三
六
五
ペ
ー
ジ

○
令
和
三
年
度
管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
の
指
定

(

同

)

三
六
六

○
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
の
失
効

(

薬
務
水
道
課)

三
六
六

○
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

三
六
六

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

同

)

三
六
六

○
道
路
の
供
用
開
始

(

道
路
維
持
課)

三
六
七

公

示

○
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
変
更
認
定
に
関
す
る
件

(
環
境
企
画
課)

三
六
八

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

西
濃
農
林
事
務
所)

三
六
八

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

教
育
総
務
課)

三
六
八

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
九
十
四
号

理
容
師
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号)

第
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
令
和

三
年
度
管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

主
催
者
の
名
称
及
び
住
所

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

理
事
長

上
原

至
雅

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号
有
明
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ビ
ル
Ｂ
棟
九
階

二

会
場
の
運
営
及
び
設
営
の
窓
口
と
な
る
支
部
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー
東
海
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
上
前
津
二
丁
目
一
〇
番
二
八
号
美
容
あ
い
ち
会
館
一
階

三

開
催
日
等

四

受
講
料

一
万
六
千
円
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
三
年
六
月
二
十
五
日



岐
阜
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号

美
容
師
法(

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号)

第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
三

年
度
管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

主
催
者
の
名
称
及
び
住
所

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

理
事
長

上
原

至
雅

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号
有
明
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ビ
ル
Ｂ
棟
九
階

二

会
場
の
運
営
及
び
設
営
の
窓
口
と
な
る
支
部
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー
東
海
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
上
前
津
二
丁
目
一
〇
番
二
八
号
美
容
あ
い
ち
会
館
一
階

三

開
催
日
等

四

受
講
料

一
万
六
千
円

岐
阜
県
告
示
第
二
百
九
十
六
号

岐
阜
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例

(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
五
十
六
号
。
以
下

｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定
薬
物
が
次
の
と
お
り
指
定
の
効
力

を
失
う
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

失
効
す
る
知
事
指
定
薬
物
の
名
称

１

Ｎ
‐{

一
‐[

二
‐
ヒ
ド
ロ
キ
シ
‐
二
‐(

チ
オ
フ
ェ
ン
‐
二
‐
イ
ル)

エ
チ
ル]

ピ
ペ
リ
ジ

ン
‐
四
‐
イ
ル}

‐
Ｎ
‐
フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン
ア
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類(

通
称
β
‐
Ｈ
ｙ
ｄ
ｒ
ｏ

ｘ
ｙ
ｔ
ｈ
ｉ
ｏ
ｆ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｎ
ｙ
ｌ)

２

メ
チ
ル
＝
二
‐[

一
‐(

四
‐
フ
ル
オ
ロ
ブ
チ
ル)

‐
一
Ｈ
‐
イ
ン
ド
ー
ル
‐
三
‐
カ
ル
ボ
キ

サ
ミ
ド]

‐
三
・
三
‐
ジ
メ
チ
ル
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類(

通
称
四
Ｆ
‐
Ｍ
Ｄ
Ｍ
Ｂ
‐
Ｂ

Ｉ
Ｃ
Ａ
、
四
Ｆ
‐
Ｍ
Ｄ
Ｍ
Ｂ
‐
Ｂ
Ｕ
Ｔ
Ｉ
Ｃ
Ａ)

二

失
効
の
理
由

当
該
知
事
指
定
薬
物
が
条
例
第
二
条
第
六
号
に
掲
げ
る
薬
物
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
た
め
。

三

指
定
の
効
力
を
失
う
日

令
和
三
年
六
月
二
十
七
日

岐
阜
県
告
示
第
二
百
九
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
か

ら
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の

内
容
を
告
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

中
津
川
市
付
知
町
字
護
山
一
六
〇
九
の
七

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

岐
阜
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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同

一
一
・
二
九

同

一
一
・
一
五

令
和
三
・
一
一
・

八

開
催
年
月
日

衛
生
管
理

衛
生
管
理

公
衆
衛
生

衛
生
管
理

講

習

内

容

同 同 羽
島
市
竹
鼻
町
丸
の
内
六
丁
目
七
番
地

不
二
羽
島
文
化
セ
ン
タ
ー

開

催

場

所



令
和
三
年
六
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

瑞
浪
市
土
岐
町
字
太
郎
衛
四
八
七
三
の
五
〇

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
瑞
浪
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
九
十
九
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
坂
内
広
瀬
字
筬
掛
三
八
二
九
の
一
、
三
八
二
九
の
二
、
三
八
四
〇
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
揖
斐
川
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
下
呂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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県
道

道
路
の
種
類

下

呂

小

坂
線

路
線
名

下
呂
市
萩
原
町
羽
根
字
岩
清
水
二

三
一
八
番
二
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
力
石
一
六

〇
九
番
一
地
先
ま
で

区

間��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)



○
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
変
更
認
定
に
関
す
る
件

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
十
八
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
変
更
の
認
定
を
行
っ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

変
更
認
定
年
月
日

令
和
三
年
五
月
十
九
日

二

認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
名
称
等

１

名
称

一
般
社
団
法
人
岐
阜
県
猟
友
会

２

住
所

岐
阜
市
宇
佐
東
町
三
番
一
八
号

３

代
表
者
の
氏
名

大
野

惠
章

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量
校
務
用
パ
ソ
コ
ン
2,176台

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
３
年
３
月
２
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
３
年
４
月
15日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
丸
の
内
三
丁
目
23番
20号

株
式
会
社
大
塚
商
会
中
部
支
店

支
店
長
猪
岡
義
昭

６
落
札
金
額
194,607,600円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
総
務
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号
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公

示

養

老

町

江

月

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

令
和
三
・

六
・
一
五

認

可

年

月

日

令
和
三
年
六
月
二
十
五
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


